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○休日勤務手当に関する承認事項について

１ 警察本部の交替制勤務職員における連休に係る休日勤務手当の支給対象

日が重なった場合の取扱い（平成１６年５月２５日人事委員会指令第７

号、平成１６年４月１日適用）

祝日法に規定する休日が週休日に当たるときは、原則として、週休日

と重なった休日の直後の正規の勤務日を休日勤務手当の支給対象日とし

ているが、連休により休日勤務手当の支給対象日が重なった場合は、さ

らにその日の直後の正規の勤務日を休日勤務手当の支給対象日として取

り扱うことができる。

（例）

５／３(月) ５／４(火) ５／５(水) ５／６(木) ５／７(金)

祝日 祝日 祝日

勤務の要・不要 要 不要 不要 要 要

休日勤務手当の ○ ○

支給対象日 ○ ◎

※ ○は休日勤務手当の支給対象日、◎は承認により休日勤務手当の支給対象日

とすることを示す。


